
令和３年度秋田県放課後児童支援員等資質向上研修

実施要項

１．研修名称

令和３年度秋田県放課後児童支援員等資質向上研修

２．主催者

秋田県（担当課：あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課）

電話：０１８－８６０－１５５３

３．研修運営者

特定非営利活動法人あきた子どもネット（研修運営業務受託事業者）

電話：０７０－５３２２－２０６８

４．科目

①障害児の支援

②遊びの力

③放課後児童クラブにおける食支援

５．期日、講師、会場

《県北会場：北秋田市文化会館ホール 北秋田市材木町２－３》

期日 科目 講師

R3.6.28

(月)

①障害児の支援 （社福）幼保連携型認定こども園

こども園あきた風の遊育舎

園長代理 新目 基氏

◇秋田県立秋田きらり支援学校 前校長

R3.7.5

(月)

②遊びの力 秋田大学教育文化学部 学校教育課程

こども発達・特別支援講座

講師 保坂 和貴氏

◇日本発達心理学会会員

日本保育学会員

R3.7.12

(月)

③放課後児童クラブに

おける食支援

食ｎａｖｉステーション

代表 木村 まゆみ氏

◇管理栄養士

秋田県６次産業化プランナー



《県央会場：秋田県児童会館子ども劇場 秋田市山王中島町１－２》

《県南会場：平鹿生涯学習センター講堂 横手市平鹿町浅舞覚町後１４０》

期日 科目 講師

R3.6.30

(水)

①障害児の支援 （社福）幼保連携型認定こども園

こども園あきた風の遊育舎

園長代理 新目 基氏

◇秋田県立秋田きらり支援学校 前校長

R3.7.7

(水)

②遊びの力 秋田大学教育文化学部 学校教育課程

こども発達・特別支援講座

講師 保坂 和貴氏

◇日本発達心理学会会員

日本保育学会員

R3.7.14

(水)

③放課後児童クラブに

おける食支援

食ｎａｖｉステーション

代表 木村 まゆみ氏

◇管理栄養士

秋田県６次産業化プランナー

期日 科目 講師

R3.7.2

(金)

①障害児の支援 （社福）幼保連携型認定こども園

こども園あきた風の遊育舎

園長代理 新目 基氏

◇秋田県立秋田きらり支援学校 前校長

R3.7.8

(木)

②遊びの力 秋田大学教育文化学部 学校教育課程

こども発達・特別支援講座

講師 保坂 和貴氏

◇日本発達心理学会会員

日本保育学会員

R3.7.15

(木)

③放課後児童クラブに

おける食支援

食ｎａｖｉステーション

代表 木村 まゆみ氏

◇管理栄養士

秋田県６次産業化プランナー



６．時間

【研修初日】

受付８：５０～９：２０

オリエンテーション９：２０～９：３０

講義（前半）９：３０～１０：３０

休憩１０：３０～１０：４０

講義（後半）１０：４０～１１：４０

【２日目及び３日目】

受付 ９：００～９：３０

講義（前半）９：３０～１０：３０

休憩 １０：３０～１０：４０

講義（後半）１０：４０～１１：４０

７．対象者

研修の対象者は、放課後児童支援員認定資格研修を修了し、放課後児童支援員として秋田県内の放課後児

童クラブの指導に従事している職員のほか、次の各項に掲げる者とします。

（１）放課後児童健全育成事業実施要綱（平成２７年５月２１日雇児発０５２１第８号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知）別添１に基づき放課後児童健全育成事業を実施するにあたり必要とされる職

員等で次に掲げる者

①補助員（放課後児童支援員が行う支援について、放課後児童支援員を補助する者）

②放課後児童健全育成事業を行う者（以下「事業者」という。）の運営責任者

③事業者が放課後児童支援員または補助員の代替として雇上げ等する者

④放課後児童健全育成事業の活動に関わる保護者や地域住民等のボランティア

（２）「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領（学校を核とした地域力強化プラン）」（平

成２７年３月３１日文部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長裁定）に基づき実施される放課

後子ども教室の担当者及び連携・協力を行う学校の教職員

８．受講人数

各会場とも１５０人程度

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって変動する場合があります。

９．テキスト

研修講師が指定する資料を、主催者が準備します。

10．受講料

無料

11．受講申込方法

（１）別紙受講申込書に必要事項を記入し、20の申込先に郵送、ファクスまたはE-mailで申し込んでくださ

い。

（２）７の対象者（１）に掲げる放課後児童支援員等は、予め従事している事業者へ受講申込みを行う旨の

報告をしてください。受講人数を超える申込みがあった場合に、事業者に協議することがあります。



12．受講申込書の扱い

（１）受講申込書に記載された情報は、本研修に関すること以外には使用しません。

（２）提出された受講申込書は返却しませんので、予め御了承ください。

13．受講申込期限

令和３年６月７日（月）必着

14．受講者の決定

（１）受講者の決定は主催者が行います。

（２）受講の可否については、受講申込みをされた方全員に書面で通知します。

令和３年６月１７日（木）まで通知が届かないときは、お手数ですが２の主催者に御連絡ください。

（３）受講人数を超えた申込みがあった場合は、放課後児童クラブに５年以上勤務されている方を優先し、

調整します。

※勤務先の事業者と協議させていただく場合があります。

15．本人確認

（１）研修の適正運営のため、受講の都度本人確認を実施します。

（２）本人確認は、各回受付時にマイナンバーカード（顔写真付き）、運転免許証、健康保険証、パスポー

ト等の公的機関発行の証明書により行います。

※マイナンバーカード（顔写真付き）は本人確認として利用できますが、「マイナンバー通知カー

ド」は利用できませんので御注意ください。

16．修了評価

（１）受講した科目毎にレポート（２００字程度）を提出していただき、主催者において評価を実施しま

す。

（２）遅刻、早退、離席等があった場合は、当該科目は履修となりませんので御注意ください。

17．修了証の交付

（１）全科目を履修したと認められる方に修了証を交付します。

（２）やむを得ない理由により一部の科目を欠席した場合は、履修したと認められる科目について一部

科目修了証を発行します。

18．本研修の位置づけ

本研修は、「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」において、処遇改善の要件となる「都道

府県・市町村が実施する研修」に該当します。

処遇改善には、本研修の修了が必要となる場合がありますので、積極的な受講をお勧めします。

19．その他

本実施要項、受講申込書をあきたの結婚・子育て応援情報ｗｅｂサイト「いっしょにねっと。」へ掲載

するので御活用ください。

http://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/ いっしょにねっと。で検索



20．申込・問い合わせ先

特定非営利活動法人あきた子どもネット（研修運営業務受託事業者）

〒０１０－０９５５秋田市山王中島町１番２号（秋田県児童会館内）

ＴＥＬ：０７０－５３２２－２０６８（月～金9:00～16:00祝日除く）

０７０－５３２７－１３８６（急を要する場合）

ＦＡＸ：０１８－８６５－１１１０

E-mail：shienin28@akita-jidoukaikan.jp


